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第４節　生活上の問題

	3	 雇用に関する問題

○　就職先に関する相談
【相談先整理番号39】

公共職業安定所が相談に応じており，求職
者の置かれた状況を踏まえた就労支援を行っ
ている。また，母子家庭の母などが犯罪被害
等により求職活動に困難を伴う場合に，当該
者の早期就職の実現を目的としたトライアル
雇用の紹介を行っている（P50【施策番号
28】参照）。

・公共職業安定所（http://www.mhlw.
go.jp/kyujin/hwmap.html）

○　職場でのトラブルに関する相談
【相談先整理番号40】

総合労働相談コーナー（都道府県労働局や
労働基準監督署内に設置）が相談に応じてお
り，犯罪被害者等と事業主との間で生じた労
働問題に関するあらゆる相談に対し，情報提
供，相談等を行うワンストップサービスを実
施している（P51【施策番号33】参照）。

職場のトラブルをサポートします

・総合労働相談コーナー（http://www.
mhlw.go.jp/general/seido/chihou/

kaiketu/soudan.html）

	4	 住居に関する問題

○　公営住宅への入居に関する相談
【相談先整理番号41】

都道府県又は市区町村の住宅担当課が相談
に応じている。地方公共団体によっては，配
偶者からの暴力被害者，犯罪被害者等を対象
とした公営住宅への優先入居や目的外使用な
どに関する配慮が行われているところもある

（P49【施策番号20】，P50【施策番号27】参
照。犯罪被害者等に対する配慮の状況の詳細
は，P250 資料9-5参照）。

・都道府県・市区町村の住宅担当課

○　犯罪被害直後の一時的な避難に関す
る相談

【相談先整理番号42】
事件を担当する警察署が応じており，自宅

が犯罪行為の現場となり，破壊されるなど居
住が困難で，自ら居住する場所が確保できな
い場合などに，一時的な宿泊場所を公費によ
り提供し，犯罪被害者等の経済的，精神的負
担の軽減を図っている（P50【施策番号26】
参照）。

・事件を担当する警察署


